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平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ８ 日

国 土 交 通 省

遠 賀 川 河 川 事 務 所 

河川に不法に係留された船舶（不法係留船）は、河川の流れを阻害し、洪水時の災害を

助長するほか、河川や周辺地域への環境上の問題をもたらします。そのため、多数の不法

係留船がある遠賀川河口域では、地元関係者等のご協力のもと、河川管理者である国と福

岡県が作成した「遠賀川河口域における不法係留船対策に係る計画書」に基づいて、平成

２３年度から段階的に不法係留船対策を実施しています。 

平成２６年１０月からは西川の新西川橋から下流方向に約５００ｍの区間（第４期重点

的撤去区域（その１））で不法係留船対策に取り組んで参りましたが、この区間の９５隻

の不法係留船につきましては、船舶所有者のご理解により、２月１日までに全ての船が自

主的に撤去されました。 

今回の自主撤去により、遠賀川河口域（国管理区間）の不法係留船は、ピーク時の 

８４３隻（平成１３年）から２４２隻（２月５日現在）に減少しました。 

遠賀川河川事務所は、引き続き、地元関係者等のご協力のもと遠賀川河口域の不法係留

船対策に取り組んで参ります。皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

扱い 

テレビ・ラジオ 解禁日等は特にありません

新 聞 解禁日等は特にありません

『西川から不法係留船９５隻が自主撤去されました！』 

【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 

技術副所長   平松 英樹 

占用調整課長  藤﨑 雄一郎 

ＴＥＬ ０９４９－２２－１８３０（代表） 

 ＦＡＸ ０９４９－２３－３４８７（占用調整課） 

【同時発表記者クラブ】 北九州地区記者クラブ ， 直方地区記者クラブ 



～ 参 考 ～ 

 

①重点的撤去区域とは 

  『遠賀川河口域における不法係留船対策に係る計画書』では、第１期から第５期ま 

 で段階的に重点的撤去区域を設定・拡大するようになっています。重点的撤去区域に 

 設定された河川区域では、周辺環境の維持と治水の安全を確保するため、船舶の係留 

 規制（強制撤去）が徹底されます。 

     ※『遠賀川河口域における不法係留船対策に係る計画書』H23.2 策定 

     ※別紙参考図面参照 

 －設定状況－ 

  第１期          平成 23 年２月 28 日設定、平成 23 年  ６月１日対策実施開始 

  第２期      平成 24 年３月 12 日設定、平成 24 年  ４月１日対策実施開始 

  第３期      平成 25 年３月  ４日設定、平成 25 年  ４月１日対策実施開始 

  第４期（その 1） 平成 26 年 9 月 19 日設定、平成 26 年１０月 1 日対策実施開始 

 

 

②遠賀川河口域利用対策協議会とは 

  国土交通省河川局（現 水管理・国土保全局）からの通達を踏まえ、行政手続きに 

 則り設置された協議会。メンバーは、学識経験者・地元自治体代表・警察・河川管理 

 者（国・県）で構成されています。 

  この協議会からの助言を受け、河川管理者が不法係留船対策に係る計画を策定し、 

 公告することになります。 

  －開催経緯－ 

   第１回 平成 22 年 9 月 16 日 

   第２回 平成 23 年 １月２６日 

   第３回 平成 24 年 ２月１７日 

   第４回 平成 25 年 １月２３日 

   第５回 平成２６年 ８月 ８日 

 

 

③除却（撤去）指示・強制撤去について 

  重点的撤去区域では、船舶の係留規制（強制撤去）が徹底されるため、所有者が判 

 明している船舶については、河川法及び行政代執行法に基づき、船舶所有者に対し行 

 政指導・監督処分・戒告等により自主撤去を促し、それでも自主撤去されない場合は、 

 代執行令等の手続を経て、河川管理者が船舶所有者に代わり不法係留船を強制撤去 

 （行政代執行）していくこととなります。 

  また、行政代執行に要した費用については、船舶所有者等に納付を命ずることとなり、 

 支払を拒否した場合、行政代執行法第６条第１項の規定に基づき、国税滞納処分の例 

 により徴収することになります。 

  なお、所有者が不明な船舶については、河川法第７５条の規定に基づく簡易代執行 

 等により船舶を強制撤去します。 



遠賀川河川事務所ＨＰより抜粋 
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不法係留船対策

第4期重点的撤去区域（その１）

記者発表（参考資料）

平成28年2月8日
国土交通省 遠賀川河川事務所



国管理区間における係留船隻数の推移

H 22→H 27
４67隻減

約16%減
H26 → H27

47隻減

※グラフのH27は、.9月時点
H28.2.5現在では、242隻（遠賀川64隻、西川178隻



１．段階的な重点的撤去区域の設定

→ 治水的・河川環境的に問題が大きいと考えられる西川高水敷・遠賀川河口

右岸砂浜から第１期重点的撤去区域を設定。

２．受け皿となる保管施設は、周辺の既存施設・新規整備施設を活用

→ 福岡県北部地域にある既存のマリーナ等や平成24年に整備される脇田

フィッシャリーナの活用による対応。

3. 規制措置の周知

→ 重点的撤去区域の設定にともない強制的な規制措置（代執行など）を実施

することから、事前にプレジャーボートの所有者等に対して広く周知を実施。

不法係留船対策に係る計画書の概要 （平成23年２月策定）
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図-１ 重点的撤去区域 
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第 4期(その 1)(平成 26～27 年度) 西川（距離標 1k000～新西川橋下流端まで） 

第 4期(その 2)以降 (平成 28 年度以降) 西川（遠賀川合流点～距離標 1k000 まで） 
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『段階的に設定する重点的撤去区域』（第１期～第５期） 



不法係留船対策 第４期重点的撤去区域（その１）対策開始前状況
（新西川橋より下流を望む：H26.8.21撮影）

西川



不法係留船対策 第４期重点的撤去区域（その１）撤去済状況
（新西川橋より下流を望む：H28.2.4撮影）

西川



左岸 中央 右岸

第４期重点的撤去区域（その１）の対策前後の状況
（新西川橋から下流方向）

H26.8.21

H28.2.4


